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令和元年12月26日

林弘法律事務所
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■ ・＝■ ■ 申出｡e ゴ■ q－q －－－

薑
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最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

11月27日付け（同月29日受付，第014512号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

最高裁判所事件月表（令和元年8月分）

開示の実施方法

写しの送付

1

(片面で3枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



l.最高裁判所事件月表 （民事）
令和元年8ﾉ1分 郵竪堪動[詫餡ご鐘号尋卜4粟

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜） .欄の下段（ ）数値は，並行III立てのある邪件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の新受の下段（ ）数価は．係屈斗胖の内で，当月受理決定のされたりF件数であり，既済・未涜の下段は，受理決定のあった郡件数でIﾉ1数である。
〔 〕数仙は，分配替えがあった]lド件で新受計・既済計に含まれていない。

新受・既済・未済別
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未 済

人制“ 妨一小泓“蛎鷺'1，仏延 縮:'1,iA砥 汁

1月からの累計

新受 既済

総 数 237 198 209 6“ 132 74 154 360 747 669 653 2069 4891 4530

民事総数 191 -161 176 528 104 63 140 307 652 552 540 1744 4140 3801

特別上告(テ）
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許可抗告(許）

3 2 4 9 14 12

再審(抗告)(ヤ） 19 32 28 79 2 1 3 76 88 86 250 282 216

民邪推(マ） 19 21 2‘1 64 11 4 10 25 38 '10 30 108 242 232

行政総数 46 37 33 116 28 11 141 53 95 117 113 325 751 729
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1 2

再審(抗告)(行ナ） 9 8 3 20 2 2 30 33 24 87 96 68

行政雑(行二）
23 8 31 54 51



0

・
蝿
含
や
隷
甚
Ｐ
Ｓ
ｐ
ｅ
仔
函
尽
穐
窒
釦

ｅ
く
釦
患
里
堂
華
駅
珈
斗
遥
學
無
（
）
ｅ
媒
祭
号
（
号
票
）
騨
函
辻
綜
忘
專
籍
恒
塔
面
言
剥
）

。
即
角
や
画
く
〕
Ｙ
や
《
遥
蕊
召
專
蝿
や
頭
亘
俸
霞
言
剥
）

（
綜
薑
）
溜
璽
辻
縛
忘
雰
簔
撞
饅
函

言

一

。

》

《

、

『

』

０

雇
三
ざ
。
．
三
弩
・
』
一
‐
雇
芝
ｆ
へ
宝
‐
途
』
。

、
、
産
二
△
．
Ｅ
二
今
一
厘
二
・
全
．
雪
二
今
．
Ｅ
二

網
念
廼
潅
室

革

追当

戸了

ヨE

1 1
ー

●

くり

頓
亜
的
普
暇
辱
や

志
畷
Ｓ
⑲
長
函
【

潅
選

訓
蕊

＠
ぬ
唖
討

蜘
函
④
函

埠
園
銅
『

函
、
の
【

副
『

郵
醐
”
【
胃

函
『
［

【
の
函
【

戸

胃

『
の
函
目

●
マ
頃
『

卜
門

唖
冒

唖
『

←
胃

②

唖

ぬ
寺
埠

寺
『
ぬ

剰
函

○
困

胃

戸

の
④

の
④

⑦
”
ぬ

つ
む
唖

潅

援

｛
龍

劇
潤
二
、
川
壗

劇
謹
舎
川
這

劇
漫
舌
１
嬉

劇
過
誤

『
べ
①
（
の
［
函
）

守
の
【
（
ぬ
の
）

蜘
宛
『
（
ぬ
の
）

唖
》
函
（
む
め
）

め
い
吟
（
の
［
雨
）

「
↑
【
（
ぬ
の
）

鈴
②
【
（
ぬ
の
）

の
［
酌
（
。
”
）

函
の
（
＠
ぬ
）

ぬ
い
ぬ
（
⑦
閂
函
）

》
函
（
の
国
）

『
↑
『
（
ぬ
の
）

『
雨
（
↑
胃
）

ぬ
。
『
（
ぬ
②
）

↑
『
（
ｃ
『
）

の
【
因
（
＠
ぬ
）

”
②

画
劃

の
一

つ
函

‐

函

”

胃

”

~

目

胃

い
め

寺
一

唖

零
『

”

“

~

ト

言

四

ー

垣
肖

の

唖

C◎

海
菖

｛
窟

剴
遜
ニ
ベ
川
轄

劇
謁
二
へ
川
壗

型
潤
二
へ
１
蕊

型
瓢
殺

函
唖
園

『
の

再

”

胃

”

『
副
【

露
鈴

の
マ

”
琴

”の
詞
『

”
の
“

詞
》
寺

”
守
”

門

~

争
雨
『

毎
画

”
命

い
ぬ

胃

~

雨

~

ヨ

【
卜

四
国

○
詞

垣
蜘

戸

一

【｡

尋

~

壷
写

詞
詞

唖
胃

『
［

騏

票

０
－
砲

劇
患
二
へ
川
涛

型
謹
二
へ
川
轄

剴
潤
合
ｌ
壗

削
淺
顎

マ
『
ぬ

宛
詞
［

宛
吟

”
門

戸

守
③
胃

~

ぬ

寺
マ

の
、

マ
ベ

寺
の
~

詞
”

←
ー

守
守

骨匂

の
、
&あ

ｃ
函
『

詞
写

毎
罰

争
寄

“

一

ー

写

詞

戸

戸

の
④

鄙
雨

『
『

南
、

“

~

目

←

銅

【
》

胃

↑
銅

［
【

”
ー

”
胃

室
産
》
で
竜

一
季
き
ぎ
・
煮
潭
一
・
澱
．
庵

ー

きさ

二
二
●

報

鑓

舞
鎚

幸
一
シ
一
一
〕
一
二
・
函
壬
『
一
《
．

宰
痔
‐
子
宕
郡
．
葛
三
経

の
一
一

ら
ぃ
含
争

ｏ
４
ｑ
ｑ
の

李
一
幸
一
一
》
一
二
一
群
起
内
》
（
。

《
ご

壱
呼
与
’
汚
里
署
三
窪
一
謬
塞

当ﾐﾛ槌

釦
判
装
鵲

鉾
は

龍調鵠辻

議
魏 ”一拍一一
一
一
へ

1.〃
●

』芸
一
一
一
二
《
『

０

巳

■

洲

一

国

宰
堂
一
二
齢
饅
ソ
《
１
．
三
二
△
一
悸
尭

や
み
．
壼
豆
翼
置
琶
二
・
責
や
軍
圭
。
尭

$ノ
h

ニ
ー

C Q

ー

ｰ

. .g
三

三

い
、
令
号
霊
・
堯
夷

●
毒
ご
宝
一
宗
諏
塞
詮
嶽
吋
食
一

（
毒
の
一
叩
い
《
も
ハ
莞

頁
易
一
。
竜
ら
迄
意
奉
二
一
吟
↑
亀
一
一

一
や
壼
昌
一
二
二
雲
二
一
空
》

p グ
ー

●､

窒
量

ご
ー
凸

＝

＝

し
箸
妾
曇
誤
三
雲
埼
喜
ゞ

辱
《
ニ
ロ
一
三

一
，
一
一
一
一
口
一
《

Ｊ
一
毎
二
言
、
一
二
．
球
｛
《
も
課
宮
釦
一

麓急募辻郵軟S祷辻

。
一
電

金
・
［

。
ｃ
『

ｰ

”
ー

定ｵ｡ 四
函
［

胃

毎
宛
函
『

い
め
ぬ

》
ぬ
”

劉
淺
書
川
壗

ヨ
マ

つ
マ

罰
唾
函 ○
ぬ 詞

エ
索

胃

一

露

~

←

型
埋
二
、
Ⅷ
塔

嘩
雨

唖
詞

》
銅
“ 酬
索

寺

翼
も

詞
》
函

詞
餡
『

剴
謹
二
、
Ｉ
嬢

ぬ
い

唖
両

唖
》

写
寸

胃

｛
一
鈴
》

函
”
命

『
つ
『

劇
巡
桜

要
製
剥

へ
、
剰
一

議
鎚

龍

享

掴
毒

三
ｓ
坪

幽祷-L側ヨ

蒸
篭
塞
雰
袈
窒

三
ｓ
岬

超箒甑園

報

認

塞
写
袈
塞

量
ｅ
叩

ｑ型割
剖
‐
』
声
一
一
（



4． 上告既済調件の審理期間表
令和元年8月分
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受理年度
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2月

以内

･3月
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大 法 廷

第一小法廷

第二小法廷

鋪三小法廷
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